
顔

プじ

の

前豊

三ゐ.
6間

費R

.L>、
口

安

は

じ

め

に

一
頚
元
の
翠
間
論
の
再
検
討

ω
『
存
墨
編
』
の
翠
問
論

ω
『
存
性
編
』
の
皐
問
論

二

顔
一
冗

の

躍

論

ω
「
井
共
同
鐙
」
の
躍
論

ω
『
礎
文
手
紗
』
の
護
論

む

す

び

に

-121ー

t土

じ

め

従
来
の
顔
元
思
想
の
研
究
は
、
主
に
、
世
に
有
名
な
朱
子
準
批
判
を
中
心
に
な
さ
れ
る
。
顔
元
を
含
め
て
清
初
の
経
世
致
用
の
皐
聞
の
流
行

を
思
想
史
の
上
で
如
何
に
位
置
付
け
る
か
を
考
え
る
際
、
嘗
時
の
支
配
的
権
威
た
る
朱
子
準
を
正
面
か
ら
批
判
し
た
こ
と
は
非
常
に
重
大
な
意

義
を
も
っ
。
故
に
反
朱
子
象
が
重
視
さ
れ
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
そ
し
て
今
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
側
面
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
評
者
に
よ
っ
て
強
調
す
る
黙
の
差
は
あ
っ
て
も
、
各
許
債
聞
に
根
本
的
な
衝
突
は
な
い
。

但
だ
、
事
物
・
習
行
と
と
も
に
「
鼎
崎
の
三
足
」
を
魚
す
と
言
わ
れ
る
躍
に
射
し
て
は
命
お
問
題
が
残
る
。
趨
H
古
代
政
治
に
お
け
る
一
種

755 
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の
陳
腐
な
第
狗
、

と
い
う
固
定
観
念
か
ら
か
、
顔
元
の
全
著
述
を
通
じ
て
す
べ
て
の
絞
述
と
関
連
す
る
躍
論
の
意
味
に
つ
い
て
、

「
錫
狗
」
と

い
う
否
定
的
評
債
の
外
に
は
何
の
説
明
も
な
い
の
が
寅
情
で
あ
る
。

顔
元
に
即
し
て
、
事
物
・
習
行
・
躍
の
三
者
の
閥
係
か
ら
、
顔
元
の
曜
論
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
顔
元
思
想
の
「
十
全
な
る
把
握
」
の
た
め
に
一
助
を
な
す
を
志
す
。

顔
元
の
暴
問
論
の
再
検
討

『
存
率
編
』
・
『
存
性
編
』
の
雨
編
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
の
要
旨
は
、

一
、
雄
・
祭
・
兵
・
農
の
寅
拳
を
聞
学
ん
で
以
て
修
身
・
致
用
、
経
世
済
民
す
る
こ
と
を
理
想
の
古
里
人
の
摩
問
と
し
、

(
l
u
 

究
・
詞
讃
中
心
の
皐
聞
を
非
暴
・
害
拳
と
規
定
す
る
。

顔
元
の
皐
問
論
は

書
を
つ
う
じ
て
の
考

二
、
朱
子
皐
・
陽
明
皐
が
か
か
る
非
皐
・
害
皐
と
な
っ
た
の
は
、

そ
れ
ら
が
気
質
の
理
を
夜
明
し
、
気
質
の
悪
を
繁
化
さ
せ
る
こ
と
を
主
目
的

-122一

と
し
た
た
め
、
聞
く
べ
か
ら
ざ
る
性
道
の
諦
誼
に
終
始
し
、

(

2

)

 

い
る
か
ら
で
あ
る
。

心
性
の
理
と
静
敬
の
功
の
他
に
何
も
生
み
出
さ
な
い
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
て

(

3

)

 

の
二
貼
に
要
約
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
貼
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
は
既
に
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
本
章
で
は
、
そ
れ
ら
の
研
究
の
成
果
を

ふ
ま
え
て
、
主
に
顔
元
の
朱
子
皐
・
陽
明
星
批
判
の
論
理
そ
の
も
の
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
瞳
論
の
意
味
を
究
明
し
て
ゆ
き
た

し、。

)
 

唱
E
A(
 

『
存
拳
編
』
の
拳
問
論

周
知
の
如
く
、
朱
子
率
的
皐
問
論
に
お
け
る
事
聞
の
順
序
は
、
格
物
↓
致
知
↓
誠
心
↓
正
一
意
↓
修
身
↓
斉
家
↓
治
園
↓
卒
天
下
、
と
な

っ
て

い
る
。
こ
の
八
篠
目
は
更
に
、
明
明
徳
・
親
民
・
止
於
至
善
の
三
綱
領
に
封
臨
服
す
る
。
そ
し
て
八
候
目
は
、
格
物
か
ら
修
身
ま
で
の
「
修
己
」



の
段
階
と
、
修
身
か
ら
卒
天
下
ま
で
の
「
治
人
」
の
段
階
と
に
分
け
ら
れ
、
こ
の
雨
段
階
の
聞
に
は
先
後
関
係
が
存
在
す
る
。

こ
の
先
後
関
係
が
顔
元
に
と
っ
て
は
問
題
と
な
る
。
明
明
徳
・
親
民
・
止
於
至
善
の
三
者
が
大
皐
の
原
則
と
し
て
完
全
に
一
致
す
べ
き
こ

元
も
認
め
る
。
し
か
し
、

と
、
即
ち
「
明
明
徳
」
が
で
き
て
「
親
民
」
が
成
立
し
、
そ
の
上
に
「
止
於
至
差
己
が
可
能
と
な
る
、
と
い
う
三
者
の
不
可
分
の
関
係
は
、
顔

「
然
れ
ど
も
、
既
に
其
の
功
を
民
に
用
う
る
は
皆
な
親
と
回
う
ベ
し
、
漢
の
高
一
帝
と
唐
の
太
宗
の
類
な
り
。
其
れ
、

漢
の
孝
文
・
光
武
の
流
な
り
。

皆
な
宋
明
以
来
、
儒
者
の
共
に
見
る
と
こ

凡
そ
此
の
如
き
者
、

親
且
つ
明
に
し
て
至
善
に
止
ま
ら
ざ
る
者
、

ろ
、
皆
な
之
を
非
道
と
謂
う
者
な
り
。
其
れ
、
明
に
し
て
未
だ
親
な
ら
ず
、
明
且
つ
親
に
し
て
未
だ
至
善
に
止
ま
ら
ざ
る
者
は
、
則
ち
儒
者
未

(

4

)

 

だ
之
を
言
わ
ざ
れ
ど
も
、
肯
え
て
言
わ
ざ
る
に
非
ず
、
敢
え
て
言
わ
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
に
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
不
完
全
な
「
明
」
・

「
親
」
は
、
従
来
の
儒
者
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
顔
一
克
に
お
い
て
は
、
功
を
民
に
用
い
さ
え
す
れ
ば
一
臆
認
め
得
る
、
と
い
う
立
場
か

ら
、
修
己
を
前
提
と
し
そ
の
上
に
治
人
が
成
立
す
る
、
と
い
う
大
拳
の
方
法
論
に
お
け
る
先
後
関
係
の
轄
倒
を
見
る
の
で
あ
る
。

程
・
朱
、
陸
・
王
が
「
明
明
徳
」
・
「
親
民
」
の
段
階
に
達
し
な
が
ら
「
止
於
至
善
L

に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
提
起
か

-123ー

ら
、
顔
元
に
お
け
る
莞
舜
・
文
周
・
孔
孟
の
皐
聞
の
理
想
論
は
展
開
さ
れ
る
。
顔
元
は
言
う
。
莞
舜
の
治
は
皐
・
教
と
一
致
す
る
。
莞
舜
の
治

の
員
髄
は
、
て
二
人
の
者
に
の
み
受
け
縫
が
れ
、
そ
の
他
の
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
生
か
し
て
役
に
つ
き
、
分
治
・
分
司
す
る
。
文
王
・

周
公
の
治
、
孔
子
・
孟
子
の
拳
問
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
百
官
・
及
門
が
皆
な
聖
人
・
先
王
の
制
を
守
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
逼
す
る
皐
問
・
役
に

の
み
つ
く
。

こ
れ
に
比
べ
て
後
世
で
は
、
す
ぐ
れ
た
開
学
者
が
出
て
、
道
に
闘
し
て
所
見
・
所
行
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
う
ぬ
ぼ
れ
て
孔
孟
に
並
ぶ
大
儒
を
自
任

す
る
。
己
の
些
細
な
護
見
に
、
道
鎧
を
得
た
と
浮
か
れ
る
。
朱
子
は
、
主
敬
・
致
知
を
以
て
宗
旨
と
篤
し
、
静
坐
・
讃
書
を
以
て
工
夫
と
篤

し
、
性
命
・
天
人
の
講
を
以
て
喧
受
し
、
韓
経
・
註
停
、
書
史
の
纂
集
を
以
て
事
業
と
震
す
。
そ
の
弟
子
た
ち
は
そ
れ
を
受
け
縫
い
で
各
々
静

(

5

)

 

一
世
の
宗
と
な
す
。
み
な
聖
人
気
取
り
で
あ
る
。

の
功
あ
り
、
皆
な
能
く
室
田
を
著
わ
し
て
言
を
立
て
、

757 

陸
象
山
の
義
理
の
分
析
、
王
陽
明
の
致
知

・
知
行
合
一
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
顔
元
が
程
朱

・
陸
王
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
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(
6〉

ま
さ
し
く
「
表
裏
精
粗
、
全
鐙
大
用
は
誠
に
(
一
人
で
は
〉
歌
無
き
能
わ
ざ
る
」
か
ら
な
の
で
あ
る
。

ま
た
顔
元
は
言
う
。
拳
問
と
は
、
陸
子
の
如
く
「
先
に
其
の
大
統
を
立
て
、
宇
宙
を
践
す
る
」
の
で
は
な
く
、

を
事
び
、
某
は
兵
農
を
、
某
は
水
火
を
(
皐
び
)
、
某
は
数
謹
を
粂
ね
、
某
は
4

ん
も
幾
重
に
精
」
な
る
よ
う
に
し
、
そ
の
全
腫
を
以
て
一
人
の
通

「
某
は
躍
を
皐
び
、
某
は
祭

い
の
は
、

儒

一
つ
の
完
成
を
う
る
。
そ
れ
が
「
下
皐
に
し
て
上
達
し
、
内
外
の
道
を
合
す
」
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が

「
明
・

親
の

一理、

大同学

〔

7
)

の
道
」
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
、

「修
己
」
と
は

己
の
修
養
の
、

己
と
い
う
二
人
。
に
重
貼
が
置
か
れ
る
も
の
と
把
握
さ
れ

一
人
で
す
る
皐
聞
の

非、

一
人
で
す
る
皐
聞
の
限
界
を
指
摘
す
る
論
理
が
用
い
ら
れ
る
。

其

れ

、

質

に

上

に

は

上

有

り

、

下

に

は

下

有

り

。

是

れ

、

聖

同

月

干

の

極

致

と

謂

う

な

り
。
此
に
及
ば
ざ
る
者
、
寧
ろ
一
端

一
節
の
買
を
帰
す
。
全
偉
大
用
の
虚
を
震
す
無
し
。
六
謹
の
如
き
は
、
粂
ぬ
る
能
わ
ず
。
終
身
、
止

上
・
下
、
精
・
粗
、

皆
な
力
を
蓋
し
て
全
を
求
む
。

夫
れ
、

姿
質
、
未
だ
必
ず
し
も
是
れ
中

-124ー

だ
一
審
に
精
し
か
ら
ん
と
す
れ
ば
可
な
り
。
如
し
、

き
は
、
某
は
冠
婚
、
某
は
喪
祭
、
某
は
宗
廟
、
某
は
曾
同
(
を
習
え
ば
)
亦
た
可
な
り
。
吾
輩
、

人
以
上
な
ら
ず
。
而
し
て
程
朱
子
の
倒
皐
に
従
い
、
先
ず
上
面
を
見
、
必
ず
下
準
を
覗
て
粗
と
篤
し
、
肯
え
て
力
を
用
い
ざ
る
な
り
c

子
(
法
乾
)
臼
く
、
下
製
に
し
て
上
達
す
る
、
孔
子
の
定
法
な
り
。
烏
ぞ
素
る
る
を
容
る
る
か
。

一
謹
を
ば
全
う
す
る
能
わ
ず
ん
ば
、
数
人
、

一
謹
を
共
に
拳
ぶ
。
躍
を
習
う
者
の
如王

(
『
存
率
編
』
巻
て

「
摩
緋
」
)

「
一
人
一
謹
」
、
「
数
人
共
同
学
一
藍
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
皆
な
力
を
霊
し
て
全
を
求
」
め
な
け
れ
ば
、
数
用
が
な
い
の
で
あ
る
。
皐
問

と
は、

「
須
く
一
件
の
成
を
倣
す
べ
く
し
て
便
ち
用
あ
り
。
便
ち
是
れ
、
聖
賢
の
一
流
な
り
。
試
み
に
虞
廷
の
五
臣
を
観
る
に
、

(

8

)

 

の
一
事
を
専
ら
に
し
、
終
身
、
改
め
ざ
る
L

も
の
で
、

只
だ
各
の
お

一
人
で
、
己
の
能
力
を
排
え
ず
、
全
世
大
用
ば
か
り
求
め
て
も
、

ク
用
。
が
な
く
、
現
貿

(

9

)

 

に
「
生
民
の
不
治
、
雄
柴
の
不
興
」
を
も
た
ら
し
た
で
は
な
い
か
。
所
謂
る
翠
者
は
、
「
公
聴
・
並
翻
を
貴
び
、
一
箇
の
是
嘗
虚
を
求
め
、
徒

(
日
山

)

(

u

u

ら
に
己
を
執
り
自
ら
用
い
る
を
賞
ば
ざ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
徒
ら
に
全
睦
大
用
を
求
め
て
、
結
局
「
依
然
静
坐
、
主
一
無
遁
、
静
徐
安
重
」
を

(

ロ

)

そ
う
い
う
「
執
己
・
自
用
」
の
み
に
終
始
す
る
も
の
は
「
匹
夫
」
に
す
ぎ
な
い
。

得
る
だ
け
で
、



こ
こ
ま
で
、
功
ハ
殺

γ
用
が
あ
る
か
否
か
の
結
論
を
債
値
判
断
の
基
準
と
し
て
、
修
己
か
ら
出
援
す
る
皐
問
へ
の
否
定
が
主
張
さ
れ
る
の
を

見
て
き
た
。
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
修
己
優
先
の
謬
聞
に
功

・
用
が
な
い
の
は
、

二
人
」
で
す
る
か
ら
だ
、

と
い
う
認
識
で
あ
る
。
果

た
し
て
朱
子
も
陽
明
も
功
・
用
を
全
く
無
視
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
や
、
朱
・
王
の
皐
涯
に
お
い
て
も
集
国
的
に
講
墜
を
す
る
こ
と
が
あ
る
で

は
な
い
か
と
い
う
反
論
も
預
想
さ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
に
劃
し
て
顔
元
は
、
以
下
の
よ
う
に
答
え
る
。

あ
る
ひ
と
日
く
、
諸
儒
は
論
.
す
る
勿
く
、
陽
明
の
賦
を
破
る
の
功
、
瞳
用
粂
全
と
謂
う
ベ
し
。
叉
た
何
ぞ
弊
な
る
か
、
と
。
余
日
く
、
陽

朱
子
の
常
卒
倉
の
制
と
朝
に
在
り
て
の
風
度
、

明
の
み
な
ら
ず
、

朱
門
の
葉
氏
の
祭
を
言
う
有
ら
ざ
る
か
、

皆
な
見
る
ベ
け
ん
や
。

専
ら
是
れ

を
以
て
数
と
し
、
専
ら
是
れ
を
以
て
治
と
す
る
が
如
き
に
非
ず
、
と
。
:
:
・
ハ
陽
明
の
〉
且
つ
其
れ
笈
濠
を
檎
え
、
桶
岡
を
破
る
に
事
を
共

に
す
る
者
は
、
皆
な
嘗
時
の
官
吏

・
偏
将
・
参
謀
な
り
。
弟
子
、
皆
な
輿
に
せ
ざ
る
な
り
。
其
の
全
書
に
載
せ
る
所
、
皆
な
其
の
門
人
の

秀
樹
、
賛
服
の
筆
な
り
。
則
ち
其
の
素
よ
り
是
を
以
て
皐
・
教
を
立
つ
る
に
非
.きる
を
知
る
べ
し
。
(
『
存
率
編
』
各
一

、
「
明
親
L

〉

だ
、
是
れ
、
天
賓
の
高
き
、
事
に
随
い
て
功
を
就
す
。
全
副
の
力
量
も
て
周
公

・
孔
子
の
専
ら
是
れ
(
功
)
を
以
て
皐
と
し
、

た
と
え
朱
子

・
陽
明
に
功
を
志
す
一
意
志
と
賞
際
の
功
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
天
資
の
す
ぐ
れ
た
も
の
が
偶
然
成
就
し
た
功
(
随
事
就

功
〉
に
す
ぎ
ず
、
周
公

・
孔
子
の
如
く
全
て
の
力
量
を
専
ら
功
の
成
就
に
集
中
し
、
専
ら
功
を
以
て
皐

・
数
・
治
の
目
的
と
し
た
の
と
は
遣

う
。
最
-
初
か
ら
専
ら
数
人
・
治
人
の
功
、
用
あ
る
皐
聞
を
せ
ず
に
、

己
の
修
身
の
か
た
わ
ら
功
を
就
す
を
志
す
の
で
は
、
治
園
卒
天
下
は
な
ら

な
い
。
事
態
は
そ
う
容
易
で
は
な
い
。
ま
た
、
集
圏
を
な
し
て
の
議
撃
と
て
、
共
同
で
一
つ
の
「
全
」
の
完
成
を
求
め
る
も
の
と
も
遣
う
。
朱

子
や
陽
明
の
よ
う
な
た
ま
た
ま
す
ぐ
れ
た
人
物
の
一
人
の
功
に
期
待
す
る
の
で
は
な
く
、
「
事
を
共
に
す
る
者
」
が
集
ま
っ
て
、
「
各
専
一
事
」

も
し
く
は
「
数
人
共
皐
一
事
」
し
て
、
「
力
を
表
く
し
て
、
全
を
求
」
む
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
各
者
が
専
ら
に
す
べ
き
「
一

事
、
一
謹
」
は
具
鐙
的
に
は
「
某
は
冠
婚
、
某
は
喪
祭
:
:
:
」
も
し
く
は
「
某
は
躍
:
:
:
、
某
は
水
火
:
:
:
」
の
い
わ
ゆ
る
「
三
事
六
府
三
物
L

(

日

)

の
寅
皐
で
あ
る
。
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次
に
、
議
接
批
判
を
見
ょ
う
。
顔
元
の
批
判
す
る
講
皐
の
非
と
は
、

た
と
え
そ
れ
が
集
圏
を
な
す
皐
問
で
あ
っ
て
も
、
皐
聞
の
劉
象
が
「
性 但

-125-
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命
の
理
」
な
ら
ば

一
人

一
人
が

一
事
を
専
攻
し
、

そ
れ
を
総
べ
て
一
つ
の
完
成
を
な
す
聖
人
の
撃
と
は
違
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
性
命
の
理
は

「
講
じ
て
も
聴
け
ず
、
聴
け
て
も
醒
め
ら
れ
ず
、
醒
め
て
も
行
い
え
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
大
事
な
の
は
、
「
共
に
講
じ
、
共
に
醒
め
、
共
に

(

日

比

)

行
い
う
る
者
」
、
す
な
わ
ち
「
性
命
の
理
で
な
く
性
命
の
作
用
た
る
詩
・
書

・
六
事
の
如
き
も
の
」
な
の
で
あ
る
。

一
人
で
性
命
の
理

・
全
偉
大
用
を
求
め
る
暴
聞
が
、

い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
用
・
功
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

「
各
専

事
」
、
「
数
人
共
率
一
事
」
、
「
共
事
」
が
要
求
さ
れ
、
さ
ら
に
は
「
各
」
と
「
共
」
と
を
調
和
さ
せ
る
方
法
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

こ
こ
で
、

『
存
性
編
』
に
目
を
轄
じ
よ
う
。

(2) 

『
存
性
編
』
の
拳
間
論

『
存
性
編
』
は
主
と
し
て
、
顔
元
の
「
性
善
説
」
を
述
べ
る
。
ふ
つ
う
、
顔
元
の
性
善
説
は
、
朱
子
皐
の
理
気
設
を
、

「
気
質
有
悪
、
嬰
化
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之
説
」
と
理
解
し
た
上
で
、
気
質
無
悪
読
を
主
張
し
、
悪
の
護
生
原
因
を
人
聞
の
内
在
的
要
因
に
で
な
く
、
外
的
要
因
|
環
境
に
求
め
る
、
い

わ
ゆ
る
「
引
蔽
習
染
」
の
読
を
主
張
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
意
義
に
つ
い
て
は
す
で
に
色
々
な
硯
角
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
明

「
新
し
い
理
観
の
確
立
」
過
程
に
、
顔
元
が
位
置
す
る
、
と
い
っ
た

末
清
初
の
「
気
の
哲
拳
」
の
展
開
の
一
つ
、
凡
そ
戴
震
に
至
る
ま
で
の
、

(

河

川

)

見
解
が
あ
る
。
い
ま
、
そ
れ
に
射
し
て
論
評
す
る
徐
裕
は
な
く
、
本
稿
で
は
、
た
だ
顔
元
の
性
善
説
が
、
顔
元
の
思
想
盟
系
の
中
で
如
何
な
る

ひ
い
て
は
、
後
で
述
べ
る
穫
論
と
の
関
係
、
経
世
意
識
と
の
関
係
は
如
何
な

つ
ま
り
、

『
存
皐
編
』
の
皐
問
論
と
の
関
係
、

一
意
一
味
を
も
つ
か
、

る
も
の
か

を
究
明
す
る
に
止
め
た
い
。

顔
元
は
、
悪
の
誕
生
を
「
外
物
」
に
引
蔽
習
染
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
ま
る
も
の
と
す
る
。
か
か
る
主
張
の
意
園
は
ど
こ
に
あ
る
か
。

水
、
未
だ
遠
く
流
れ
ず
し
て
濁
る
。
是
れ
、
水
、
泉
を
出
で
て
即
ち
廃
け
易
き
の
土
に
遇
う
は
、
水
、
全
く
輿
わ
る
無
き
な
り
。
水
、
亦

た
如
何
と
も
す
る
無
し
。
人
の
幼
き
自
り
し
て
悪
、
是
れ
、
本
身
の
気
質
、
偏
厳
に
し
て
、
蔽
を
引
き
染
に
習
い
易
し
。
人
、
輿
わ
っ
て

み
ち

人
、
自
ら
力
む
べ
し
。
如
何
に
し
て
倫
す
べ
き
や
。

人
家
の
箱
、

誠
に
答
あ
り
。

但
だ
婚
を
責
め
て
日
く
、

汝
、
即
ち
悪
な

責
あ
り
、



り
、
と
は
受
け
ら
れ
る
か
な
。

(
『
存
性
編
』
巻
て
「
性
理
評
」
)

水
が
濁
る
、

と
い
う
悪
は
、
水
の
気
質
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
。
水
を
濁
ら
せ
る
悪
の
護
生
は
、
島
け
易
い
土
に
遇
う
か
ら
で
あ
る
。
な

ら
ば
、
盗
賊
を
招
き
や
す
い
卑
い
婚
と
い
う
「
外
物
」
た
る
悪
に
染
ま
り
易
い
環
境
の
改
善
こ
そ
必
要
で
、
気
質
の
悪
を
排
じ
、
悪
の
素
質
を

も
つ
も
の
を
責
め
て
も
無
用
で
あ
る
。
顔
元
は
性
命
の
理
を
究
明
す
る
こ
と
を
気
質
の
悪
を
排
じ
る
こ
と
と
理
解
し
、
気
質
の
悪
を
責
め
る
こ

と
を
、
卑
い
絡
を
責
め
る
の
と
同
じ
、
と
致
用
論
を
以
て
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
泉
を
出
た
水
が
蕗
け
易
き
土
に
遇
わ
な
け
れ
ば
、
婚
が
卑
く

(
M山
)

な
け
れ
ば
、
悪
に
染
り
に
く
い
は
ず
で
、
人
聞
社
舎
に
お
け
る
「
高
い
婚
」
を
如
何
に
構
築
す
る
か
に
性
善
説
の
意
園
の
一
つ
が
あ
る
。

〈

ロ

)

か
く
し
て
悪
は
「
外
物
」
と
規
定
さ
れ
、
社
舎
環
境
改
造
の
論
理
が
導
き
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
性
が
善
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

は
ま
だ
あ
る
。

(
程
・
朱
)
、
迭
に
悪
を
以
て
之
を
気
質
に
鋳
し
、
市
し
て
之
を
繁
化
す
る
を
求
む
:
:
:
其
れ
悪
た
る
者
は
引
蔽
習
染
な
り
。
惟
う
に
孔
門

の
仁
を
求
む
る
、
孟
子
の
存
心
・
養
性
の
如
き
は
、
則
ち
吾
が
性
の
善
を
明
ら
か
に
す
る
の
み
。
耳
ロ
鼻
、
皆
な
令
を
奉
じ
て
職
を
牽
く

す。

(
『
存
性
編
』
巻
一
、

「
明
明
徳
」
)
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耳
・
ロ
・
鼻
の
各
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
職
が
あ
り
、
各
者
が
各
者
の
職
を
壷
す
、

い
わ
ば
有
機
種
的
完
成
の
た
め
に
は
、
耳

・
口
・

鼻
の
各
者
の
気
質
が
悪
で
は
な
ら
な
い
。
耳
・
口
・
鼻
の
如
く
祉
舎
を
構
成
す
る
人
閉
す
べ
て
は
、
原
則
的
に
は
、
皆
な
莞
舜
と
篇
る
べ
き
存

(

凶

〉

在
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
性
は
、

「
相
い
近
い
」
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
賓
の
社
舎
に
諸
悪
は
存
在
し

え
な
い
。

「
悪
は
乃
ち
習
に
於
い
て
成
る
」
も
の
で

そ
の
習
は

「
相
い
習
い
て
成
」

「
習
は
相
い
違
う
」
と
言
わ
ざ
る
を

(

刊

日

)

る
杜
禽
関
係
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
。

こ
う
見
て
ゆ
く

と
、
性
善
説
|
|
先
天
的
な
悪
人
の
否
定
1
1
i
は
、
停
止
し
た
吠
態
で
、
孤
立
し
た
ま
ま
の
人
聞
を
捉
え
る
の
で
な
く
、
動
く
祉
舎
閥
係
の
中

の
一
員
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
生
ま
れ
な
が
ら
の
善
悪
の
気
質
を
燐
じ
、
悪
の
気
質
を
責
め
る
だ
け
で
は
、
悪

に
染
り
や
す
く
、
社
舎
か
ら
流
離
す
る
反
社
舎
的
人
聞
を
放
置
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
悪
の
気
質
を
も
っ
故
、
職
を
輿
え
ら
れ
な

(

初

)

い
人
聞
が
生
じ
、
そ
れ
が
祉
曾
不
安
を
引
き
起
す
の
で
は
な
い
か
。
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問
題
は

孤
立
し
た
ま
ま
の
一
人
一
人
の
人
聞
の
素
質
に
あ
る
の
で
な
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「
職
を
壷
す
」
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。

「
只
だ
各

ハ
幻
)

人
の
身
分
、
各
人
の
地
位
に
就
き
、
各
人
の
資
性
を
全
得
し
、
天
賦
の
性
の
良
ろ
し
き
を
失
わ
ず
ん
ば
皆
な
桑
舜
と
震
る
L

の
で
あ
る
。
職
に

く
、
各
者
が
各
々
の
職
を
壷
せ
な
い
枇
曾
構
造
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、

忠
買
で
あ
れ
ば
、
皆
な
完
舜
と
な
り
う
る
、

と
い
う
命
題
を
質
際
社
舎
に
遁
用
す
る
際
、

(

勾

)

や
し
い
も
の
が
い
く
ら
皐
聞
を
し
た
と
こ
ろ
で
完
舜
と
同
じ
く
な
り
う
る
か
」
と
い
う
疑
問
に
答
え
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、

「推
車
者
、
荷
捨
者
、
執
鞭
者
、
趨
役
者
の
如
き
い

そ
れ
に
よ
っ
て
顔
元
の

性
善
説
が
、
吐
舎
の
要
請
に
答
え
う
る
か
が
き
ま
る
。
そ
こ
で
、
顔
元
の
性
善
説
の
完
成
の
た
め
に
は
、
如
何
に
し
て
「
壷
職
」
さ
せ
る
か
、

の
問
題
が
残
る
。
そ
れ
を
次
章
で
述
べ
よ
う
。

顔

元

の

躍

論

レ
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
顔
元
の
皐
問
論
は

一
人
で
全
鐙
大
用
を
求
め
る
こ
と
の
非
を
指
摘
し
た
上
、

「
各
専

一
事
」
も
し
く
は
「
数
人
共

皐

一
謹
」
し、

分
工
的

・
集
圏
的
皐
聞
を
主
張
し
た
。

「
各
」
と
の
開
係
を
如
何
に
調
和
さ
せ
る
か
が
問
題
に
な
り
、
す
べ
て
の

「
各
」
が
事
を
共
に
す
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
各
が
善
で
な
け
れ

そ
れ
を
以
て
全
を
求
め
る
、

そ
の
た
め
に
は

「事
を
共
に
」
す
る
際
、

「
各
」
と
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ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
性
善
説
を
提
起
す
る
に
至
る
。
皆
な
が
善
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
祉
舎
の
中
で
、
耳
・
口
・
鼻
の
如
く
そ
れ
ぞ
れ
の
職
を

査
す
有
機
鰻
的
完
成
が
可
能
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

「
職
を
蓋
す
」
こ
と
の
内
容
を
調
べ
て
見
ょ
う
。

天
の
寓
物
と
人
を
生
む
は
、

一
理
も
て
之
を
性
に
賦
し
、

一
気
も
て
之
を
形
に
凝
す
c

故
に
、
吾
れ
、
吾
が
性
の
理
を
養
う
。
嘗
て
寓
物

の
理
を
備
え
、
以
て
之
を
調
剤
す
。
吾
れ
、
吾
が
形
の
気
を
養
う
。
亦
た
嘗
て
寓
物
の
気
を
備
え
、
以
て
之
を
宣
洩
す
。
聖
人
、
其
の
然

る
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。
是
を
以
て
衣
冠
を
重
し
箪
箪
を
飾
り
、
宮
室
を
制
し
、
宗
廟
を
第
し
、
車
旗
を
排
じ
、
飲
食
を
別
ち
、
或
は

諸
の
形
象
・
羽
毛
を
偲
る
。
躍
を
制
す
る
を
以
て
民
性
を
升
降
・
周
旋

・
脆
奔
・
次
紋
・
粛
譲
に
範
す
、
叉
た
、
鋳
金

・
琢
石

・
簸
竹

・

糾
総
・
副
認
・
陶
土
・
張
革
・
撃
木
・
文
羽
箭
・
武
干
威
、
節
撃
律
、
撰
詩
歌
、
伶
借
す
。
築
を
作
る
を
以
て
人
の
気
を
・
:
:
に
調
す
c



致
し
、

:
:
:
而
し
て
聖
人
、
其
の
中
和
を
致
し
、
以
て
其
の
性
を
壷
し
、
其
の
形
を
践
む
者
、
此
に
在
る
。
家
園
天
下
の
中
和
、
天
地
の
中
和
を

以
て
位
育
を
矯
し
、
生
民
・
天
地
を
し
て
、
皆
な
其
の
性
を
壷
し
其
の
形
を
践
ま
使
む
る
者
、

亦
た
此
に
在
る
な
り
。
(
『
習
資
記

徐
』
巻
四
、
「
奥
何
茂
才
千
里
書
」
壬
申
)

「
奉
職
」
は
麓
と
結
ば
れ
る
。
各
者
の
性
を
童
L
形
を
践
む
こ
と
は
、
即
ち
本
質
的
に
同
じ
く
卦
半
間
で
あ
る
は
ず
の
各
者
の
個
性
と

能
力
と
を
存
分
に
護
揮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
聖
人
は
躍
を
制
し
て
各
々
に
一
番
適
合
す
る
職
に
就
き
、
そ
れ
に
壷
す
た
め
、
各
々

こ
こ
で
、

の
生
活
方
式
・
生
活
態
度
を
決
め
る
の
で
あ
る
。

こ
と
は
、

い
わ
ゆ
る
「
分
」
を
守
る
こ
と
に
な
り
、

「
職
に
童
く
す
」

か
か
る

し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
顔
元
自
身
も
言
っ
て
い
る
と
お
り
、
こ
う
見
て
い
く
と
、

「
各
者
の
身
分
・
地
位
・
責
性
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
忠
寅
に
守
る
こ
と
」
、

「
分
」
は
固
定
さ
れ
た
上

・
下
の
分
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
、
人
の
気
質
を
停
止
朕
態
で
、
孤
立
し
た
ま
ま
で
捉
え
る
考
え
方
を

(

幻

〉

否
定
す
る
彼
の
性
善
説
の
趣
旨
と
は
矛
盾
す
る
。
そ
こ
で
、
皆
な
に
「
其
の
性
を
蓋
く
し
、
形
を
践
」
ま
し
め
る
た
め
の
、
固
定
さ
れ
た
分
を
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守
る
こ
と
を
こ
え
て
、
現
賞
の
祉
舎
広
適
用
す
べ
き
「
制
瞳
」

!
lt躍
の
割
酌
を
主
張
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
新
し
い
祉
舎
建
設
を
思
う
の
で
あ

る
。
そ
の
意
園
を
具
睦
的
に
、
寅
際
の
祉
舎
に
如
何
に
し
て
遁
用
す
る
か
を
示
さ
な
い
限
り
、

「
全
偉
大
用
」
を
う
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か

く
し
て
顔
元
は
具
鐙
的
な
提
案
を
行
う
。

)
 

唱

A(
 

「井
共
同
種
」
の
護
論

顔
元
の
経
世
意
識
は
、
顔
元
が
朱
子
皐
信
奉
者
を
自
任
し
た
時
期
に
す
で
に
形
成
さ
れ
、
反
朱
子
皐
を
公
に
し
た
時
期
ま
で
饗
わ
る
こ
と
な

く
一
貫
す
る
、
否
、
む
し
ろ
、
自
ら
の
経
世
意
識
を
貫
徹
せ
ん
と
し
た
故
に
、
己
む
を
得
ず
、
朱
子
撃
の
信
奉
か
ら
反
朱
子
皐
へ
と
思
想
出変
化

(

担

)

し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
代
表
作
の
『
四
存
編
』
の
内
、
最
も
早
い
時
期
、
朱
子
皐
信
奉
期
に
著
わ
し
た
『
存
治
編
』
に

763 

は
、
顔
元
の
経
世
意
識
が
具
程
的
な
提
案
を
伴
っ
て
披
露
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
躍
論
を
中
心
に
再
検
討
す
る
。
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「
中
園
の
天
下
の
大
を
以
て
士
馬
の
衆
を
以
て
、

一
つ
、
強
官
、
持
か
に
護
す
れ
ば
蝋
ち
魚
畑
、
瓦
解
し
、
牧
拾
す
べ
か
ら
ず
」
と
、
社
合
同

(
お
)

「
人
定
っ
て
天
に
勝
ち
、
伊東
運
を
挽
回
」
す
ベ
く
提
示
さ
れ
る
方
案
が
と
り
あ
え

的
結
集
力
の
脆
弱
性
が
問
題
だ
と
い
う
現
寅
認
識
の
も
と
、

ず、

「
井
田
」
と
「
皐
校
」
と
で
あ
る
。

「
井
田
」
の
要
旨
は
、

「
一
民
一
物
」
の
保
障
の
た
め
、
天
地
聞
の
由
を
天
地
聞
の
人
が
「
共
に
之

を
享
け
る
」
ベ
く
、
新
た
な
「
経
界
の
法
」
を
寅
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
遊
頑
を
開
せ
し
」
め
、
「
本
分
に
安
ん
ぜ
ら
れ
な
い
も
の
之
無
く
、

盗
賊
と
信
用
る
者
之
無
く
、
乞
可
と
震
る
者
之
無
く
、

富
を
以
て
貧
を
凌
ぐ
者
之
無
く
、

開学
校
未
だ
輿
ら
ざ
る
も
巳
に
養
い
て
教
え
を
品兼
ね
」
る

杜
曾
が
寅
現
す
る
。
故
に
「
教
え
て
以
て
養
う
を
済
し
、

養
い
て
以
て
教
え
を
行
う

」
ベ
し
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

「済
養
」

と

「数
育
」
と

が
不
可
分
の
聞
係
を
も
っ
と
こ
ろ

丘
(
・
岨
成
分
か
れ
て
よ
り
中
園
弱
し
。

:
:
・
古
聖
人
の
精
一
意
・
良
法
を
見
る
に
、
歯
肉
善
、
皆
な
備
わ
る
。

一
つ
、
皐
校
な
り
、
文
を
敬
う
れ

ば
即
ち
以
て
武
を
数
え
る
。

一
つ
、
井
固
な
り
。
農
を
治
む
れ
ば
即
ち
以
て
兵
を
治
め
る
。

(
『
存
治
編
』
「
治
賦
」
)

-130ー

と
、
兵
農
一
致
、
文
武
一
致
の
組
織
鎧
が
現
わ
れ
る
。
そ
の
組
織
慢
は
、
九
つ
の
「
治
賦
の
要
」
と
九
つ
の
「
治
賦
の
便
」
の
綱
領
を
以
て
治

時
に
設
け
ら
れ
、

め
ら
れ
る
。
井
の
賢
者
を
什
、
什
の
賢
者
を
長
、
長
の
賢
者
を
将
と
す
る
軍
事
組
織
と
、
孝
弟

・
忠
義
を
数
え
る
師
・
儒
の
数
育
組
織
と
が
同

「
農
隙
の
時
、
之
(
民
)
を
場
に
褒
め
て
時
お
り
宰

・
士
一
く
射
謹
を
較
べ
、
:
:
:
向
井
、
射
謹
を
習
う
こ
と
、
時
を
分
た

ず
行
う
」
の
で
あ
る
。
そ
の
兵
士
と
信
用
る
べ
き
人
た
ち
は
、
「
同
郷
の
人
、
一
霊
友
に
し
て
日
び
慮
る
。
盤
気
、
相
い
除
し
、
情
義
、
相
い
結
ぶ
。

生
死
を
共
に
す
べ
」
き
、
も
と
も
と
同
郷
の
出
身
で
あ
る
。
そ
れ
を
新
た
に
「
経
界
の
法
」
を
質
施
し
て
で
き
た
「
井
」
皐
位
に
再
編
し
、
こ

れ
ら
に
「
邑

・
宰

・
千
・

百
長
、
事
無
け
れ
ば
則
ち
農
を
数
え
、
離
を
数
え
、
惑
を
数
え
、
之
が
父
母
と
震
る
。
事
有
れ
ば
、
則
ち
旗
を
執

り
、
鼓
を
執
り
、
創
を
執
り
て

之
が
将
帥
と
な
れ
ば
」
、

そ
の
構
成
員
た
ち
は
「
上
に
親
ま
ず
、

長
の
た
め
に
死
な
な
い
」
も
の
は
一
人
も

い
な
く
な
る
。
こ
こ
に
、
丘
ハ
農
一
致
の
組
織
鐙
が
成
り
、
有
事
の
時
、
即
座
に
軍
隊
組
織
と
襲
わ
る
べ
く
、

ふ
だ
ん
か
ら
、
す
べ
て
の
日
常
生

活
が
組
織
化
さ
れ
る
。
も
と
も
と
同
郷
の
気
の
通
い
合
う
童
友
た
ち
は
こ
こ
で
-
新
た
に
成
っ
た
組
織
鐙
の

一
員
と
し
て
生
死
を
共
に
す
べ
く
、

「井
」
単
位
に
成
立
す
る
こ
の
組
織
を
、
偲
り
に
「
井
共
同
健
」
と
も
呼
ん
で
お
こ
う
。
次
に

同
じ
場
に
て
、
良
・
蹴
・
謹
を
数
え
ら
れ
る
。



こ
の
「
井
共
同
陸
」
に
お
け
る
「
皐
校
」
の
機
能
を
見
ょ
う
。

考
う
る
に
、
夏
の
撃
、
校
と
日
う
は
、
民
を
敬
う
る
の
義
な
り
。
今
猶
お
民
を
敬
う
る
者
有
る
か
。
一
商
の
皐
、
序
と
日
う
は
、
射
を
習
う

の
義
な
り
。
今
猶
お
射
を
習
う
者
有
る
か
。
周
の
象
、
摩
と
日
う
は
、
老
を
養
う
の
義
な
り
。
今
猶
お
老
を
養
う
者
有
る
か
。
且
つ
、

皐
、
倫
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
の
み
。
故
に
古
の
小
皐
、
数
う
る
に
漉
掃
・
麿
酎
・
進
退
の
節
を
以
て
す
。

大
挙
、
数
う
る
に
、
格
・

致

・
誠

・
正
の
功
、
修

・
湾
・
治
・
卒
の
務
を
以
て
す
。
民
、
是
れ
を
舎
つ
れ
ば
則
ち
以
て
皐
ぶ
無
く
、
師
、
是
れ
を
舎
つ
れ
ば
以
て
敬

う
る
無
く
、
君
相
、
是
れ
を
合
つ
れ
ば
以
て
治
む
る
無
し
。
「
皐
校
」
)

(『存
治
編
』

「
井
共
同
鎧
」
の
如
き
、
具
鐙
的
な
場
を
前
提
に
し
、
そ
の
構
成
員
聞
の
倫

常
秩
序
は
、
自
ず
と
躍
に
求
め
ら
れ
る
。
倫
を
明
ら
か
に
す
る
躍
は
、
小
皐
の
節
を
数
え
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、
大
皐
は
小
撃
の
上
に
立
脚

理
想
の
間
四
千
・
数
・
治
即
ち
、
数
民
、
習
射
、
養
老
の
一
致
は
、

す
る
か
ら
、
大
皐
の
修
己
の
功
と
治
人
の
務
も
ま
た
穫
を
以
て
教
え
る
こ
と
に
な
る
。

教
え
る
躍
論
の
意
味
を
さ
ら
に
見
ょ
う
。

「
井
共
同
鐙
」
に
お
け
る
漉
掃
・
鷹
封

・
進
退
の
簡
を

-131ー

聖
人
の
同
学
、
数
、
治
、
皆
な
一
致
す
る
な
り
。
「
民
、
之
に
由
ら
使
む
べ
し
、
之
を
知
ら
使
む
べ
か
ら
ず
」
:
:
:
之
を
守
れ
ば
則
ち
易
簡

に
し
て
功
有
り
。
之
を
失
え
ば
、
徒
ら
に
繁
難
に
し
て
放
寡
な
し
。
:
・
・
性
道
、
聞
き
得
べ
か
ら
ず
、
道
、
言
を
以
て
行
う
べ
か
ら
ず
・
・

・
:
人
を
敬
う
る
は
必
ず
規
矩
を
以
て
す
べ
し
。
・
:
:
(
『
存
皐
編
』
巻
て
「
由
道
」
)

数
人

・
治
人
の
た
め
の
皐
問
で
あ
る
べ
き
以
上
、
準
聞
は
聞
い
て
も
理
解
で
き
な
い
性

・
道
を
議
論
す
る
の
で
な
く
、
民
に
由
ら
使
む
る
規

矩
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
規
矩
は
「
性
命
の
理
」
で
な
く
、
そ
の
作
用
た
る
「
詩
・
書
・
六
事
の
如
き
」
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い

と
「
共
に
講
じ
、
共
に
醒
め
、
共
に
行
う
」
こ
と
が
出
来
ず
、
「
規
矩
」
と
し
て
の
機
能
を
失
う
。
か
く
し
て
六
塞
の
一
つ
で
あ
る
雄
を
数
え

る
漉
掃
・
臨
封
・
進
退
の
節
、
と
い
う
「
刑
名
度
数
」
が
「
井
共
同
盟
」
の
構
成
員
が
由
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
規
矩
」
と
し
て
前
面
に
持

ち
出
さ
れ
る
。
「
人
を
敬
う
る
に
躍
を
以
て
し
而
し
て
井
田
の
行
う
を
期
す
」
の
表
現
に
彼
の
膿
論
は
集
約
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
も
と
も
と
横

渠
の
言
葉
で
、
謝
上
奈
に
よ
っ
て
「
横
渠
、
躍
を
以
て
人
を
敬
う
。
其
の
門
人
、
檎
を
下
げ
、
頭
を
低
く
す
る
は
、
只
だ
刑
名
度
数
の
聞
に

765 
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溺
る
」
と
誰
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(

叩

山

)

首
、
と
の
旨
を
述
べ
た
が
、
さ
ら
に
顔
元
は
、

そ
れ
に
射
し
て
朱
子
は

「
般
の
大
健
」

は
本
と
文
と
か
ら
成
る

文
を
刑
名
度
数
と
斥
け
る
の
は
不

「
宋
儒
、
胡
子
の
外
、
惟
だ
横
渠
の
み
井
田
を
行
わ
ん
こ
と
を
志
し
、
人
に
数
う
る
に
躍
を
以

た
め

て
す
る
を
孔
孟
の
正
宗
を
得
る
と
矯
す
。
謝
氏
、
偏
え
に
輿
に
読
壊
し
、
其
の
門
人
の
梢
を
下
げ
頭
を
低
く
す
る
を
刑
名
度
数
に
溺
る
と
磯

(

幻

)

然
ら
ば
則
ち
人
に
敬
う
る
に
嘗
に
穫
を
以
て
す
べ
か
ら
ざ
る
か
。」

と、

り
、
以
て
横
渠
の
躍
を
以
て
人
を
数
う
る
の
流
弊
と
信
用
す
む

躍
を
以

て
井
聞
を
建
設
す
る
こ
と
の
首
震
性
を
の
ベ

民
、
之
に
由
ら
使
め
、

之
を
知
ら
使
む
べ
か
ら
ず
。
之
を
道
く
に
徳
を
以
て
し
、
之
を
湾
う
る
に
躍
を
以
て
す
。
此
れ
、
聖
賢
百
世
の
易

え
ざ
る
の
成
法
な
り
。
周
公
・
孔
子
と
難
も
亦
た
只
だ
能
く
人
に
行
わ
使
む
る
の
み
に
し
て
、
人
に
所
見
有
ら
使
む
る
能
わ
ず
c

功
の

候
、
未
だ
到
ら
ず
し
て
、
即
い
強
い
て
所
見
を
有
ら
使
む
れ
ど
、
亦
た
無
用
な
り
。

(『存
拳
編
』
巻
二
、
「
性
理
評
」
)

と
、
ま
ず
、
規
短
と
し
て
の
躍
の
妓
用
を
強
調
す
る
。

性
命
の
理
(
こ
こ
で
は
越
の
本
質
)
を
求
め
る
こ
と
の
無
用
論
は
す
で
に
顔
元
の
皐
問
論

。/“
今
、

ν

噌

A

に
お
い
て
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
づ
レ
て
、
趨
の
本
と
文
と
の
関
係
に
言
及
し
て
、

則
ち
横
渠
の
門
人
、
即
い
皆
に
刑
名
度
数
を
道
と
認
め
し
む
る
も
何
ぞ
害
な
る
や
。
朱
子
、
既
に
謝
氏
の
偏
を
見
、
而
し
て
横
渠
の
是
を

知
る
。
郎
ち
宜
し
く
考
古
・
稽
今
す
ベ
し
。
門
人
と
輿
に
講
じ
て
而
し
て
之
を
習
い
、
人
を
し
て
節
文
を
按
ぜ
使
め
、
家
に
血
ハ
躍
を
行
う

は
、
乃
ち
其
の
所
な
り
。
奈
何
、
力
を
壷
し
て
論
議
・
著
述
し
、
歳
月
を
抗
延
し
、
老
に
治
り
て
而
し
て
躍
を
好
み
、
叉
た
、
口
ハ
だ
家
躍

一
書
を
著
わ
す
を
要
し
、
屡
ば
藁
を
易
め
始
め
て
成
る
。
其
の
後
、
叉
た
多
く
、
自
ら
安
な
ら
ざ
る
を
嫌
い
、
禾
だ
改
定
に
及
ば
ず
し
て

泣
す
。
其
の
門
人
楊
氏
、
固
よ
り
嘗
て
代
り
て
鴛
に
致
憾
す
る
な
り
。
其
の
賞
、
及
門
の
諸
公
、
式
型
を
知
ら
ず
輿
否
と
を
考
え
、
市
し

て
朱
子
の
家
胴

・
喪
雄
、
己
に
多
く
之
を
行
い
て
未
だ
首
ら
ず
。
周
公
・
孔
子
の
遺
意
を
失
う
者
な
り
c

山互
に
言
易
く
し
て
行
難
き
に
非

ず
や
。

(『存
率
編
』
巻
二
、
「
性
理
-許
」
)

と
、
刑
名
度
数
の
躍
を
数
え
る
こ
と
の
数
用
論
か
ら
さ
ら
に
刑
名
度
数
自
韓
を
道
と
認
め
る
。
も
っ
と
も
刑
名
度
数
を
道
と
し
た
か
ら
と
い
っ

て
、
顔
元
が
躍
の
本
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
修
己
よ
り
治
人
を
優
先
さ
せ
る
致
用
論
的
債
値
判
断
と
同
じ
考
え
方
で
あ
る
。
穫
を
以
て



己
を
修
養
す
る
こ
と
は
嘗
然
。
し
か
し
、
顔
元
は
、
何
の
た
め
の
修
養
か
、
と
聖
人
の
意
園
に
卸
し
て
聞
い
直
す
の
で
あ
る
。
従
来
の
修
己
が

窮
極
的
に
治
人
を
目
的
と
し
な
が
ら
も
、
結
果
的
に
は
己
一
人
の
「
依
然
静
坐
、
主
一
無
誼
、
脅
徐
安
重
」
に
終
わ
る
限
り
、
己
の
修
養
を
否

定
す
る
結
論
に
至
る
。

そ
こ
で
、
皐
者
は
、

躍
の
本
質
(
性
命
の
理
と
同
じ
く
全
短
大
用
を
求
め
る
こ
と
)
を
求
め
る
無
駄
骨
を
折
る
の
で
な
く
、

百
姓
に
貫
行
で
き
る
よ
う
に
躍
の
文
を
劃
酌
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
も
「
某
は
冠
婚
、
某
は
喪
祭
、
某
は
宗
廟
、
某
は
曾
同
」
と
、

攻
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
『
朱
子
家
躍
』
は
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
『
朱
子
家
躍
』
の
失
敗
を
教
訓
と
す
べ
く
、

共
同
鐙
」
の
、
社
曾
単
位
に
お
け
る
瞳
論
か
ら
さ
ら
に
、
家
に
お
け
る
躍
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
身
近
な
、
よ
り
寅
践
的
な
般

の
貫
際
遁
用
を
計
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
『
躍
文
手
紗
』
の
『
朱
子
家
躍
』
の
批
判
と
し
て
表
わ
れ
て
い
る
。

一
事
を
専

-， 
井

(2) 

『
躍
文
手
紗
』
の
薩
論

(

お

)

『
朱
子
家
雄
』
の
節
録
で
あ
る
『
瞳
文
手
紗
』
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
三
浦
秀

一
氏
の
す
ぐ
れ
た
論
考
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
、
本
稿
の
意

-133ー

園
、
顔
元
思
想
鐙
系
の
中
の
薩
論
の
一
意
一
味
の
究
明
に
焦
黙
を
し
ぼ
る
。
三
浦
氏
の
指
摘
の
と
お
り
、
顔
元
の
按
語
は
、
原
本
の
『
朱
子
家
櫨
』

へ
の
疑
問
と
自
設
を
表
わ
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
コ
克
按
L

、
「
補
註
」

等
の
批
判
・
疑
問
を
附
け
ず
、
原
本
を
そ
の
ま
ま

輔
載
し
た
部
分
は
、
顔
元
も
同
意
す
る
と
こ
ろ
、
と
見
て
、
そ
の
ま
ま
顔
元
自
身
の
考
え
方
、
と
思
っ
て
よ
か
ろ
う
。
以
下
、

分
を
中
心
に
見
て
行
こ
う
。

「
元
按
」
の
部

「
家
長
と
族
人
聞
の
隼
卑
上
下
関
係
を
峻
別
す
べ
き
だ
と
し
て
:
:
:
隼
卑
長
幼
の
分
を
守
り
租
先
へ
の
衷
情
を
重
ん
じ
る
立
場
か
ら
、
族
人

と
そ
れ
以
外
の
人
聞
と
の
区
別
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
す
」
る
顔
元
は
、
家
長
の
家
を
統
御
す
る
原
理
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

凡
そ
家
長
と
震
る
や
、
必
ず
躍
法
を
謹
守
し
、
以
て
群
子
弟
及
び
家
衆
を
御
す
。
之
に
分
か
つ
に
職
を
以
て
し

厨
・
合
業

・
田
園
を
掌
ら
し
む
る
の
類
を
謂
う
)
、
之
に
授
く
る
に
事
を
以
て
す
(
挟
註
、
朝
夕
、
幹
す
る
所
及
び
非
常
の
事
を
謂
う
)
。
而
し
て
其

(
挟
註
、
之
に
倉
庫
・
庖

767 

の
成
功
を
責
め
、
財
用
の
簡
を
制
し
、

入
る
を
量
り
て
以
て
出
づ
る
を
震
す
。
家
の
有
無
を
稽
り
て
以
て
上
下
の
衣
食
及
び
士
口
凶
の
費
に
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給
す
。
皆
な
品
節
有
り
て
均
一
な
ら
ざ
る
は
莫
し
。
冗
費
を
裁
省
し
、
著
華
を
禁
止
し
、
常
に
須
く
梢
や
菰
品
駄
を
存
し
以
て
不
虞
に
備
う
ベ

し
。
(
補
註
。
此
節
、
家
長
の
群
子
弟
及
び
家
衆
を
御
す
る
の
事
を
言
う
。
)
凡
そ
、

諾
の
卑
幼
は
、
事
の
大
小
無
く
、
専
行
す
る
を
得
る
母
く

必
ず
家
長
に
洛
棄
す
ベ
し
。
:
:
:
凡
そ
子
と
信
用
り
、
婦
と
震
る
も
の
、
私
財
を
蓄
う
る
を
得
る
母
か
れ
。
俸
緑
及
び
回
宅
の
入
る
所
は
量

く
之
を
父
母

・
男
姑
に
締
し
、
用
に
嘗
ら
ば
則
ち
請
い
て
之
を
用
う
。
敢
え
て
私
隈
せ
ず
、
敢
え
て
私
輿
せ
ず
。
:
:
:
(
各
て
「
通
櫨
」
、

司
馬
氏
居
家
雑
儀
〉

家
族
の
構
成
員
を
そ
れ
ぞ
れ
に
職
と
事
と
を
割
嘗
て
、
各
者
の
職
に
忠
賓
に
さ
せ
る
べ
き
で
、

そ
の
た
め
に
は
、
薩
法
を
謹
守
す
る
こ
と
が

必
須
燦
件
と
な
る
。
前
章
で
見
た
と
お
り
ひ
と
つ
の
集
圏
を
成
立
・
維
持
す
る
た
め
、
そ
の
構
成
員
が
各
々
「
職
に
壷
く
す
」
こ
と
が
要
請
さ

れ

「
職
に
壷
」
さ
せ
る
た
め
の
、

由
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
矩
が
躍
で
あ
る
。

躍
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

構
成
員
聞
の

「
倫
理
を
正

し
、
恩
愛
を
篤
く
す
」
る
こ
と
が
で
き

「
生
死
を
共
に
」
し
、

「
上
に
親
み
、

長
の
た
め
に
死
」
す
「
井
共
同
鐙
」
の
如
き
も
可
能
と
な
ろ

そ
こ
で
、
践
の
劉
酌
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
。
皆
な
に
納
得
で
き
、
質
行
で
き
る
よ
う
に
、

「
情
理
」
に
か
な
う
か
否
か
を
判
断
基
準
に
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うし
て
躍
の
文
を
兵
種
的
に
調
べ
る
こ
と
が
、

『
朱
子
家
躍
』
の
批
判
、
朱
子
撃
の
批
判
の
皐
問
論
を
つ
う
じ
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
顔
元
に
と

っ
て
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
以
下
、
具
種
的
に
顔
元
の
躍
の
割
酌
を
見
ょ
う
。

・
劉
酌
」
、
「
雄
之
不
可
泥
古
者
」
、
「
今
自
宜
傘
時
制
」
、
「
伸
情
」
、
「
可
任
情
」
な
ど
と
見
ら
れ
る
の
は
、
す
べ
て
、
顔
元
が
躍
を
具
践
的
な

一

『
瞳
文
手
紗
』
の
「
元
按
」
、
「
補
註
」
に
、

「
従
世
俗
・
・
・

定
の
場
に
用
い
る
と
き
、
賀
行
で
き
る
か
否
か
つ
ま
り
、
情
理
に
合
う
か
否
か
を
念
頭
に
お
く
も
の
で
あ
る
。

叉
た
、
按
ず
る
に
、
粛
奔
の
曜
、
二
先
生
(
朱
子
・
張
子
)
、
執
れ
か
是
な
る
か
を
知
ら
ず
。
亦
た
未
だ
其
れ
何
の
嬢
る
所
な
る
か
を
知
ら
ず
。

而
し
て
各
、
其
の
読
を
異
に
す
。
但
だ
、
今
日
を
以
て
之
を
観
る
に
、
男
子
の
奔
、
鞠
屈
し
伏
輿
し
、
叉
た
鞠
弟
、
叉
た
伏
輿
し
、
叉
た

鞠
弼
し
乃
ち
再
奔
の
躍
を
成
す
。
婦
人
、
只
だ
一
た
び
立
奔
し
、
伏
地
し
、
連
ね
て
首
を
以
て
地
に
叩
す
る
こ
と
四
た
び
、
輿
き
て
叉
た

一
た
び
立
奔
す
。
便
ち
是
れ
四
奔
な
り
。
更
に
、
許
多
起
伏
の
第
無
く
し
て
、
端
粛
不
動
の
意
有
り
。
恐
ら
く
は
、
古
者
の
粛
奔
、
即
ち



是
れ
此
の
如
き
な
ら
ん
。
亦
た
陽
動
・
陰
静
の
義
か
ら
し
て
、
若
し
亦
た
男
子
の
一
た
び
伏
輿
し
叉
た
立
奔
し
叉
た
伏
興
す
る
が
如
く
す

れ
ば
則
ち
婦
人
、
弱
柔
の
質
、
乗
ぬ
る
に
四
奔
の
繁
を
以
て
す
れ
ば
叉
た
鷲
ぞ
能
く
男
子
の
再
奔
と
時
を
同
じ
う
し
て
躍
を
畢
ら
ん
や
。

朱
子
の
、
雨
手
地
に
至
り
、
頭
は
下
げ
ざ
る
の
読
の
如
き
に
至
り
て
は
、
張
子
、
固
よ
り
己
前
、
其
の
失
義
を
断
ず
。
叉
た
何
ぞ
其
の

只
だ
俗
に
従
い
て
、

誤
を
停
え
ん
や
e

某
家
、

男
子
再
拝
す
れ
ば
、

婦
人
四
奔
し
、

男
子
四
奔
す
れ
ば
婦
人
八
奔
す
。
其
れ
、
起

伏
・
行
・
止
、
遍
い
て
相
い
稽
う
、
未
だ
是
否
を
知
ら
ず
。
知
躍
の
君
子
を
侯
っ
て
再
び
之
を
質
さ
ん
と
す
。

(
巻
一
、
「
通
薩
」
、
洞
堂
、
出

入
必
告
)

と、

臨
質
的
に
男
子
よ
り
弱
い
婦
女
者
が
む
し
ろ
男
子
よ
り
骨
折
る
躍
儀
作
法
を
行
う
こ
と
は
、
朱
子
の
権
威
を
以
て
し
て
も
納
得
で
き
な

ぃ
。
世
俗
に
従
っ
て
、
常
識
的
に
改
め
る
べ
し
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

元
按
ず
る
に
、
古
に
棉
布
無
く
、
麻
葛
、
家
の
常
に
易
く
得
る
の
物
と
鴛
す
。
故
に
喪
服
、
粗
麻
布
を
用
い
、
練
(
一
周
忌
の
喪
服
)
は
梢

や
粗
熟
の
腕
布
を
用
う
。
今
、
北
方
、
腕
葛
布
無
し
。
富
貴
の
家
、
乃
ち
得
て
之
を
服
す
る
も
貧
者
喪
に
遭
え
ば
、
山
一旦
に
反
っ
て
美
物
を

市
い
て
以
て
服
と
篤
す
を
容
れ
ん
や
e

即
ち
、
俗
に
従
い
て
生
棉
布
を
用
い
、
小
群
、
梢
や
粗
熟
棉
布
を
用
う
る
は
可
な
り
。
:
:
:
(
巻

「
喪
麓
」
、
小
群
〉
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四
喪
服
に
腕
蔦
布
を
用
い
る
、
と
い
う
古
穫
は
、
古
は
棉
布
が
無
く
、
蹴
菖
布
は
易
く
手
に
入
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
今
は

返
っ
て
そ
う
い
う
も
の
は
な
い
。
富
者
で
さ
え
よ
う
や
く
手
に
入
れ
う
る
も
の
な
の
に
、
貧
者
ま
で
が
そ
れ
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

は
な
い
。
俗
に
従
い
、
棉
布
を
用
い
れ
ば
よ
い
。
薩
の
精
神
と
か
け
離
れ
た
儀
式
の
み
に
拘
る
こ
と
は
、
「
泥
古
」
で
あ
る
。

元
按
ず
る
に
、
祭
畢
の
燕
雄
、
女
、
男
儀
の
如
く
、
皆
な
脆
か
ざ
る
は
何
ぞ
や
:
:
:
寒
家
祭
、
先
に
主
人
、
男
子
を
率
い
て
前
に
て
奔

す
。
婦
人
、
数
歩
の
後
、
或
は
門
外
に
て
こ
れ
を
奔
す
。
如
し
、
男
衆
、
女
傘
に
情
を
伸
す
を
得
ず
、
女
衆
、
男
傘
に
情
を
伸
す
を
得
ざ

る
を
恐
る
と
謂
わ
ば
、
則
ち
嘗
に
衆
婦
女
、
来
て
献
す
べ
き
な
り
。
:
:
:
所
調
る
穫
の
古
に
泥
む
べ
か
ら
ず
者
な
り
。

権
威
の
古
穫
も
朱
子
の
設
も
、
情
理
に
合
わ
ず
、
そ
の
故
賓
行
で
き
な
い
も
の
に
は
敢
え
て
従
わ
な
い
。

(
各
五

「
祭
躍
」
)

769 
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雄
と
い
う
の
は
「
倫
理
を
正
し
、
恩
愛
を
篤
く
す
る
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
能
く
此
を
行
い
、
然
る
後
、
其
の
儀
章
度
数
、
観
る
べ
き
有
り
。

円

m山
)

然
ら
ず
ん
ば
則
ち
節
文
具
わ
る
と
雄
も
、
本
質
、
取
る
無
く
、
君
子
の
貴
ば
ざ
る
所
な
り
」
と
、
何
よ
り
も
先
ず
寅
行
で
き
る
か
が
重
要
で
あ

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
儀
章
度
数
は
、
ま
さ
し
く
「
刑
名
度
数
の
聞
に
溺
る
る
」
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
結
果
的
に
得
ら
れ
な
い
全
盟
大

用
、
性
命
の
理
、
躍
の
本
を
求
め
る
こ
と
の
無
用
な
こ
と
と
同
じ
く
、
儀
章
度
数
l
l
|穫
の
文
ま
た
、
形
骸
化
し
た
形
式
だ
け
で
は
、
貫
際
の

「
六
襲
の
如
き
は
、

然
れ
ば
こ
そ

共
同
盟
維
持
の
原
理
た
る

薩
の
掛
酌
の
た
め
に
は
、

「
如
し
、

粂
ぬ
る
能
わ

場
に
遁
用
し
よ
う
と
し
て
も
無
用
。

ぎ
こ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

「終
身
、
止
だ
一
謹
に
精
し
か
ら
ん
と
す
」
べ
き
で
、

一
襲
、
全
う
す
る
能
わ
ざ
」
れ
ば

「
数
人
、

襲
を
共
に
皐
ぶ
」
ベ
く
、

「
躍
を
習
う
者
の
如
き
は
、
某
は
冠
婚
、
某
は
喪
祭
、
某
は
宗
廟
、
某
は
曾
同
」
の
躍
を
習
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

(
引
札
〉

朱
子
ほ
ど
の
大
皐
者
と
て
、

躍
の
本
と
文
と
を
同
時
に
求
め
た
か
ら
失
敗
し
た
の
で
は
な
い
か
。
か
く
し
て
、
顔
元
の
朱
子
察
批
判
は
、
従

来
の
皐
問
論
の
否
定
の
上
、
某
は
冠
婚
の
雄
、
某
は
喪
祭
の
雄
、

と

一
人
が
一
つ
の
穫
の
文
の
み
を
専
攻
す
ベ
し
、

と
の
極
端
論
を
主
張
す
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る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

む

す

び

顔
元
の
朱
子
皐
・
陽
明
皐
批
剣
の
目
的
は
、
端
的
に
言
え
ば
、

あ
っ
た
。
そ
の
論
貼
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
某
は
冠
婚
、
某
は
喪
祭
」
の
瞳
を
撃
ぶ
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に

一
、
朱
子
息一ゐ
三
綱
領
八
僚
目
的
方
法
論
の
非
。

「
修
己
」
よ
り
は
じ
ま
り
「
治
人
」
を
経
て
や
が
て
「
卒
天
下
」
に
至
る
、

と
い
う
順
序
に

問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
修
己
の
優
先
を
「
己
」
に
重
黙
が
あ
る
も
の
と
理
解
す
る
た
め
、

「
己
」
の
み
の
た
め
の
皐
聞
に
な
り
、
治
人

が
お
ろ
そ
か
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、

「
全
鐙
大
用
」
の
理
想
は
、
個
人
で
は
貧
現
で
き
な
い
。

を
組
ベ
て
一
つ
の
完
成
を
求
め
る
。
そ
し
て
、

「
各
専
一
事
」
、
「
数
人
共
拳

一
審
」
の
方
法
を
以
て
「
事
を
共
に
」
し
、
皆
な
の
成
果

「
各
」
と
「
共
」
と
の
調
和
は
、
各
者
が
有
機
慢
の
中
の
耳
・
ロ
・
鼻
の
如
く
、
そ
の
「
職

二
、
性
善
説
の
意一
園
。

朱
子
皐
の
方
法
論
を
否
定
し
、



に
壷
す
」
こ
と
で
保
障
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
が
悪
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
悪
と
は
、
人
聞
の
気
質
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な

三
、
躍
論
。

く
、
社
舎
の
環
境
の
中
に
存
在
す
る
「
外
物
」
で
あ
る
。

「
壷
職
」
と
は
、
各
者
「
其
の
性
を
蓋
し
、
其
の
形
を
践
む
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
各
者
の
性
と
形
と
に
適
合
す
る
具
盟
的
な
職

「
職
に
壷
す
」
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
に
な

を
定
め
、
そ
れ
に
忠
貫
に
従
わ
せ
る
の
が
、
即
ち
躍
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
寅
際
の
祉
舎
は
、

「
井
共
同
鰻
」
で
あ
っ
た
。

「
井
共
岡
山
田
」
の
結
合
論
理
た
る
礎

っ
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
、
顔
元
が
提
示
し
た
の
が
、

は
、
『
朱
子
家
離
』
と
は
異
な
り
、
有
機
瞳
的
社
曾
を
建
設
す
る
た
め
の
具
世
的
な
方
案
(
穫
の

d
町
酌
乙
で
あ
っ
た
。

註〔

1
)

『
存
暴
編
』
序

古
人
之
皐
穫
祭
兵
農
、
可
以
修
身
、
可
以
致
用
、
経
世
済
民
、
皆
在

於
斯
。
是
所
謂
同
年
也
。
書
取
以
考
究
乎
此
而
己
、
専
以
諦
讃
魚
務

者
、
非
製
也
、
且
以
害
襲
。

『
存
皐
編
』
巻
て
「
上
徴
君
孫
鍾
元
先
生
害
」

莱
静
中
獄
図
心
、
宋
儒
夜
明
気
質
之
性
、
似
不
及
孟
子
之
言
性
善
最

員
。
務
化
気
質
之
慈
、
三
代
聖
人
全
未
道
及
。
持
天
生
一
副
、
作
聖

全
陸
、
参
雑
以
習
染
、
謂
之
有
慈
、
未
完
不
使
人
去
其
本
無
、
而
使

人
惜
其
本
有
。
蒙
晦
先
聖
護
性
之
旨
、
而
授
世
関
無
士
山
人
一

口
柄。

又
思
周
公
孔
子
数
人
以
虚
祭
射
御
書
数
、
故
臼
以
三
物
激
高
民
、
而

賓
輿
之
。
故
白
身
通
六
奉
者
七
十
二
人
。
故
性
道
不
可
問
。
而
莱
長

治
賦
、
某
長
雄
築
、
某
長
足
民
、

一
如
唐
虞
之
廷
、
某
農
某
刑
甘
木
健

某
祭
之
奮
、
来
之
有
爽
也
。
近
世
言
皐
者
、
心
性
之
外
無
絵
理
、
静

敬
之
外
無
徐
功
。
細
考
其
気
象
、
疑
輿
孔
門
若
不
相
似
、
然
卸
有
談

経
済
者
、
亦
不
過
設
場
話
著
種
書
而
己
。
某
不
自
端
、
撰
有
存
性
存

〔

2
〉

771 

摩
二
編
。

へ3
)

銭
穆
『
中
園
近
三
百
年
四
手
術
史
』
、
侯
外
虚
『
中
園
思
想
通
史
』
及

び
小
野
和
子
「
顔
元
の
皐
問
論
」
(
『
東
方
皐
報
』
京
都
、
第
四
一
加
、

一
九
七

O
年
)
な
ど
。

(

4

)

『
存
皐
縞
』
巻
て
「
明
毅
」

大
泉
首
四
旬
、
吾
奉
信
用
古
塞
輿
傷
。
所
用
干
無
二
理
、
亦
無
二
事
、
紙

此
仁
義
雄
智
之
徳
、
子
臣
弟
友
之
行
、
詩
書
躍
繁
之
文
、
以
之
修
身

則
潟
明
徳
、
以
之
斉
治
則
潟
親
民
。
明
会
而
禾
親
、
親
会
而
未
止
E

十一

善
、
吾
不
敢
謂
之
道
也
。
親
会
而
未
明
、
明
会
而
未
止
至
善
、
五
ロ
亦

不
敢
謂
之
道
也
。
親
而
未
明
者
、
即
謂
之
親
、
非
大
皐
之
親
也
、
然

紙
用
功
於
民
、
皆
可
臼
親
。
其
親
而
未
明
者
、
漢
高
一帝
輿
唐
太
宗
之

類
也
、
其
親
且
明
而
朱
止
至
善
者
、
漢
之
孝
文
光
武
之
流
也
。
凡

如
此
者
、
皆
宋
明
以
来
、
儒
者
所
共
見
、
皆
謂
之
非
道
者
也
。
其
明

而
未
親
、
明
且
親
而
未
止
至
善
者
、
則
儒
者
未
之
言
也
。
非
不
宵
言

也
、
非
不
敢
言
也
。
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(
5
)
 
(

4

)

に
つ

e

つ
い
て

発
舜
不
作
、
孔
孟
不
生
、
人
無
従
惹
其
信
用
道
者
。
一
二
聴
明
特
傑
者

出
、
於
道
略
有
所
見
、
粗
有
所
行
、
逮
自
謂
員
孔
孟
会
:
:
・
則
絡
就

冒
認
人
己
皆
以
信
用
大
儒
会
:
・
:
或
濁
見
岐
異
、
悦
惚
道
堕
・
・
朱
子

・
以
主
敬
致
知
篤
宗
旨
、
以
静
坐
讃
主
百
畳
間
工
夫
、
以
議
論
性
命
天

人
魚
峻
受
、
以
際
経
註
停
纂
集
書
史
食
事
業

『
存
間
四
千
編
』
巻
て
「
明
親
」

原
以
表
衷
精
粗
全
鐙
大
用
、
誠
不
能
無
数
也
。

同
右
、
「
是
謂
明
親
一
理
、
大
皐
之
道
也
。
」

『
顔
習
環
言
行
録
』
(
以
下
三
口
行
録
』
)
巻
上
、
「
吾
輩
第
八
」

只
就
各
人
身
分
、
各
人
地
位
、
全
得
各
人
資
性
、
不
失
天
賦
善
良
、

則
随
在
皆
莞
舜
失
。

『存
皐
編
』
巻
て

「
総
論
諮
儒
諮
皐
」

以
諮
問
牢
潟
事
、
至
明
而
醇
陳
王
鴻
因
之
。
其
一
時
夜
明
、
吾
道
之

功
、
可
謂
盛
会
。
其
放
使
見
知
聞
知
者
、
知
傘
慕
孔
孟
善
談
名
理
、

不
作
悪
不
奉
稗
老
名
抗
、
卸
不
肖
如
僕
亦
休
津
中
之
一
人
笑
。
然
世

道
之
篤
叔
季
自
若
也
、
生
民
之
不
治
自
若
也
、
植
繁
之
不
興
自
若

也
、
異
端
之
日
昌
市
日
蛾
自
若
也
。

問
、
巻
二
、
「
性
理
評
」

因
先
生
只
説
話
、
放
弟
子
只
皐
説
話
、
心
口
且
不
相
路
、
況
身
乎
、

況
家
図
天
下
乎
、
措
之
事
業
、
其
不
相
態
者
多
失
。
五
ロ
嘗
談
天
道
性

命
、
若
無
甚
汗
格
。
一
若
手
算
九
九
数
腕
差
、
王
子
講
冠
躍
、
若
甚

易
、
一
一
笥
初
祝
便
差
。
以
此
知
心
中
限
、
口
中
設
、
紙
上
作
、
不
従

身
上
習
過
、
皆
無
用
也
。
責
及
門
不
行
、
彼
統
訪
問
、
正
好
敬
之
習

鵡
剤
円
集
。
御
只
云
且
静
坐
。
二
程
亦
復
如
是
。
慮
、
雄
日
不
調
、
主
口

(
6
)
 

(

7

)

 

(

8

)

 

(
9
)
 

不
信
也
。

『
存
皐
縞
』
径
二
、
「
性
理
評
」

故
拳
駕
而
皆
得
其
性
之
所
近
、
此
読
甚
好
。
看
来
資
質
定
了
、
其
居
周

恩
十
也
、
只
就
他
資
質
所
向
慮
、

添
得
些
小
好
而
己
。
所
以
皐
者
貴
公

務
並
観
、
求
一
箇
是
蛍
慮
、
不
貴
徒
執
己
自
用
。

同
右

窮
理
居
敬
四
字
、
以
文
翻
之
甚
美
、
以
質
考
之
、
則
以
積
書
震
窮
理

功
力
、
以
悦
惚
道
陸
魚
窮
理
精
妙
、
以
議
解
者
迷
信
用
窮
理
事
業
、
俄

然
静
坐
信
用
居
敬
容
貌
、
主
一
無
通
告
同
居
敬
工
夫
、
経
徐
安
重
魚
居
敬

作
用
。
観
世
人
之
酔
生
夢
死
奔
忙
放
蕩
者
、
誠
可
謂
大
儒
気
象
失
。

『
言
行
録
』
巻
上
、
言
卜
第
四

天
之
生
人
、
有
一
身
之
人
、
有
十
人
之
人
、
有
百
人
之
人
、
有
千
人

高
人
之
人
、
人
之
治
事
、
有

一
世
之
事
、
有
数
世
之
事
、
有
百
世
千

古
之
事
、
以
一
身
魚
事
者
、
命
之
日
匹
夫
、
上
此
則
十
人
百
人
盛
岡
其

事
、
以
至
於
以
天
下
千
古
篤
其
事
者
、
不
畢
其
事
、
不
安
也
、
故
日

宇
宙
内
事
皆
吾
分
内
事
、
予
非
其
人
也
、
然
見
城
垣
倉
庫
類
、
則
乗

必
式
、
聞
民
不
柳
生
、
則
震
之
憐
慢
。

(

U

)

小
野
和
子

「
顔
元
の
皐
問
論
」

(
『
東
方
皐
報
』
京
都
第
四
一
朋
、

一
九
七

O
年
三

(

M

)

註
(

9

)

に
同
じ
。

(
日
)
山
井
湧
『
明
清
思
想
史
の
研
究
』
(
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
八
一

年
)
、
溝
口
雄
三
『
中
園
前
近
代
思
惟
の
屈
折
と
展
開
』
(
東
京
大
事
出

版
舎
、
一
九
七
九
年
)
。

(
日
)
『
存
性
編
』
巻
一
、
「
明
明
徳
」

故
謂
胤
変
化
気
質
、
篤
養
性
之
数
則
可
。
如
徳
潤
身
、
昨
面
阜
地
背
、
施

(

叩

)

(

日

)

(

ロ

)

138 
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於
四
鐙
之
類
是
也
。
謂
蝿
変
化
気
質
之
窓
、
以
復
性
則
不
可

0

・

同
、
単
位
て
「
性
理
許
」

必
勝
目
此
気
質
之
慈
、
而
伊
予
則
日
、
:
:
:
大
約
孔
孟
而
前
、
責
之

習
、
使
人
去
其
所
本
無
、
程
朱
以
後
、
責
之
気
、
使
人
情
其
所
本

有
。
是
以
人
多
以
気
質
自
設
。
莞
有
山
河
易
改
、
本
性
難
移
之
諺

失
。
其
誤
世
宣
浅
哉
。

『
存
性
編
』
巻
て
「
性
理
許
」

流
於
慈
、
流
{
主
主
病
、
是
終
謂
源
善
而
流
悪
、
或
上
流
善
而
下
流
悪

笑
。
不
知
源
善
者
流
亦
善
、
上
流
無
患
者
下
流
亦
無
悪
。
其
所
謂
悪

者
、
乃
是
他
途
岐
路
別
有
黙
染
。
嘗
如
水
出
泉
、
若
皆
行
石
路
、
雄

自
西
海
逮
於
東
海
、
妻
不
加
濁
、
其
有
濁
者
、
乃
麟
土
染
之
、
不
可

謂
水
本
清
而
流
濁
也
。
知
濁
者
焦
土
所
染
、
非
水
之
気
質
、
則
知
悪

者
是
外
物
染
乎
性
、
非
人
之
気
質
会
。

同
右

謂
聖
凡
之
性
向
是
益
田
耳
、
亦
未
嘗
謂
全
無
差
等
、
槻
言
人
皆
可
以
屑
局

発
舜
、
終
生
安
感
利
困
勉
無
不
在
内
、
非
言
嘗
前
皆
輿
桑
舜
同
也
。

宋
儒
強
命
之
日
、
孟
子
宮
帯
以
理
言
宏
見
事
矢
。
孔
子
日
、
性
相
近
也
、
習

相
遼
也
。

同
右

蓋
周
子
之
言
善
悪
、
或
亦
如
言
偏
全
耳
。
然
偏
不
可
謂
篤
悪
也
、
偏

亦
命
於
天
者
也
、
雑
亦
命
於
天
者
也
、
悪
乃
於
習
耳
。

註
(
叩
山
〉
に
同
じ
。

註
(

8

V

に
同
じ
。

同
右
。

も
っ
と
も
、

(

ロ

)

(
時
)

(

叩

臼

)

(
初
〉

(

幻

)

(

幻

)

(

幻

)

「
職
に
設
す
」
こ
と
と
抽
胞
を
拳
ぶ
こ
と
を
不
可
分
の
閥

係
を
も
つ
も
の
と
す
る
顔
元
の
考
え
方
は
首
時
の
人
々
に
も
、
よ
く
理

解
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
の
逸
話
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

某
欲
其
子
従
事
、
託
人
言
於
先
生
。
先
生
田
、
五
ロ
之
所
事
者
雄
、
其

子
従
吾
遊
、
則
其
家
必
設
洞
堂
、
家
長
率
家
衆
、
朔
望
鶏
種
、
子
必

奔
父
、
孫
必
奔
組
、
度
能
之
、
則
来
。
人
目
、
但
皐
中
震
職
可
耳
。

何
須
康
雄
策
。
先
生
日
、
不
然
。
世
有
抗
命
駿
職
之
子
婦
、
皆
因
康

雄
故
也
:
:
:
(
コ
一
日
行
録
』
単
位
上
、
言
卜
第
四
)
。

(
剖
)
一
二
浦
秀
一
「
若
き
日
の
顔
元
L

(

『
日
本
中
園
岡
田
子
曾
報
』
第
三
七

集
、
一
九
八
五
年
)
。

(
お
)
『
存
治
編
』
序
。

(
お
)
『
存
皐
編
』
巻
二
、
「
性
理
評
」

問
上
禁
説
、
横
渠
以
礎
数
人
、
其
門
人
下
梢
頭
低
、
只
溺
於
刑
名
度

数
之
閥
、
行
得
来
、
因
無
所
見
慮
、
如
何
。
(
朱
子
〉
目
、
観
上
奈

説
得
偏
了
、
這
都
看
不
得
櫨
之
大
鐙
:
・
:
・
如
専
去
理
舎
、
刑
名
度
数

回
不
得
、
叉
全
廃
了
這
箇
也
不
得
。

ま
た
、
離
の
本
と
文
と
に
封
し
て
は
『
朱
子
家
穫
』
の
序
に
「
凡
躍

有
本
有
文
:
:
:
」
と
有
る
。

(
幻
)
『
存
皐
編
』
巻
二
、
「
性
理
許
」

宋
儒
胡
子
外
、
惟
横
渠
之
志
行
井
回
数
人
以
雄
、
信
用
得
孔
孟
正
宗
。

謝
氏
編
輿
読
壊
、
議
其
門
人
下
梢
頭
低
溺
於
刑
名
度
数
、
以
信
用
横
渠

以
躍
数
人
之
流
弊
。
然
則
数
人
不
嘗
以
燈
乎
。

註
(
引
む
に
同
じ
。

『
躍
文
手
妙
』
径
四
、
「
喪
纏
」

朱
子
猶
且
不
沼
畑
、
可
畏
也
哉
。
元
素
篤
服
朱
子
、
推
信
用
聖
人
。
観
此

庭
所
言
所
行
、
則
動
容
周
旋
、
中
陸
、
奥
夫
人
倫
之
至
向
、
或
少
欲
、
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(
m山
)

〔

引

品

)

余
宣
敢
阿
其
所
好
、
而
不
径
一
得
之
愚
哉
。

『
躍
文
手
紗
』
巻
て
「
通
雄
」
、
司
馬
氏
居
家
雑
儀
。

『
存
摩
編
』
巻
一
、
「
総
論
諸
儒
講
皐
」

但
以
人
之
歳
月
精
神
有
限
、
諦
設
中
度
一
目
、
使
習
行
中
錯
一
目
。

紙
墨
上
多
一
分
、
使
是
世
上
少
一
分
。
試
観
朱
子
晩
年
、
悔
枝
葉
之

繁
累
、
則
穫
祭
未
明
。
是
在
天
者
、
千
古
無
窮
之
憾
也
。

及
び
、
前
掲
註
〈
却
)
参
照
。

-140ー



　　　

Thus, Uyghur landowners worked farms, engaged in commerce and

held weddings and funerals in accordance with established practice, ma-

intaining connections with officialpower holders. Ordinances issued to

the Uyghur people during the Ｍｏｎｇｏｌ=Ｙ腿ａ社元dynastyreflected such

autonomous customary Uyghur society.

YAN YUAN'S 顔元ESSAY ON RITE 謄

Chung Tae Seob

　　

The concepts of “Engaging in Ａ斤airs”（ｓfit･-7心事物)"Practicing Good

Conduct”（が-xing習行) and the “Theory of Original Good Nature” （エｉｎｇ

ｓＪｉａｎｓhiｔｏ性善説) which are at the heart of the thought of Yan Yuan

(1635-1704), all have a deep and consistent relation to the concept of £2)B-

Through

　

an explanation of this connection, an overall picture of Yan

Yuan's thought falls into place.

　　

To Yan Yuan, the problem with Zhu χi’ｓ朱子and Wang Yang-

ming's王陽明learning was that the whole of the“Substance and Function”

全謄大用, the essence　of their learning, was　to be　pursued　by　each

individual, which was impossible. Instead　of this, Yan Yuan advocated

“Communal Effort”（ｇｏれｇ　ｓfii共事）SｕchaS:“Each person specializing in

one task”（ｇｅｚｈ・li逼各専一事）“Several people studying one art

together” Qsku ren gong xue yi yi散人共學一語）ａｎｄ “Exhausting one's

strength to seek the whole” （エi iin a ｑiｕ　ｑｕａｒt皆霊力求全).He insisted

on the theory that original nature is good （公男

the purpose of harmony between individuals and between the individual

and the whole. It was necessary for everyone's nature to be good so

that an organic whole could be created wherein each individual acted in

the function of ears, mouth, nose, etc. The term “Ｅχhaust one's Func-

tion”（徊面差職) meant “To Exhaust one's Nature and Use one's

Physical Form” （iin ｑｉＸｉｎｇ，　iianｑi エｉ７１ｇ並其性，践其形）.Ｔｈｅ rule

that determined the most appropriate function and life attitude for each

individual was precisely £f; and ａ new system of £f that corresponded to

changes in society was needed. Therefore, scholars were not to attempt
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to study the entire system of Substance and Function or the Principle

of Nature and Life 性命之理, but rather to apply themselves to one task

or one art. In particular,they should devise ａ plan of Li whereby one

person

　

specializedin“Capping and Marriage”, another in万“:Funeralsand

Sacrifices”ｅtｃ｡

　　　

This was the main point of Yan Yuan's theory of learning. Moreover,

he established ａ model for the realizationof this ideal, and within it he

allowed for the concrete practice of Li.

THE IMMIGRANT ECONOMY OF SICHUAN IN

　　　　　　　　　

QING DYNASTY

Mori Noriko

　　　

At the beginning of the Qing dynasty, there　was a vigorous move-

ment of immigration into the relatively sparsely populated Sichuan basin

helped partly by government policies to promote land reclamation. Since the

immigrants were largely from Hubei and Hunan, the ｅχpression“The Hu

provinces fillin Sichuan” （ＨｕｅｕａｎｓｚｈｅｎＳｈｕ湖廣填蜀) came into being.

　　　

Until now, this phenomenon of immigration has been looked at in con-

nection with the White Lotus Rebellion of the Jiaqing 嘉慶period, but its

own economic activity has not been ｅχplicitlystudied. Nevertheless, if we

look at the reality of this phenomenon in detail, we can see that the sphere

of activity ｅχtended to the entire Sichuan basin; and going beyond the

intentions

　

of the Qing government, it was heavily in日uenced by com-

　　　

●

　

●mercial interests.

　　　

There were　various classes of immigrants. ０ｎ the one　hand there

゛８ｓａ strong character of 且uidity, like that of the shed people （ｐｅｎｇｒｒｄｎ

棚民), while on the other　hand there were people who succeeded in

accumulating capital by cultivating such commercial crops as saffron,

゜edicinal herbs and sugarcane, and by producing salt and coal.

　　　

The activity of the immigrants 扮ought Sichuan
up to the econonic

level of their original home provinces･ and they became
ａ great help to

the Sichuan economy｡
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